
＜一般委託＞

1 目      的 
本業務は河川等の環境を保全するため、除草、清掃（除草に伴い発生する一般廃棄物の運
搬業務及び清掃に伴い発生する産業廃棄物の運搬業務を含む）を行うものである。

2 履行期間 令和４年７月１日から令和５年３月31日

3 施行場所 横須賀市内の河川等清掃委託（その５）対象地区（別紙のとおり）

4 業務内容 別紙のとおり

5 特記事項 別紙のとおり

6 関係法規 廃棄物の収集運搬及び清掃に関する法律及び関係法令を遵守すること。

7 資格要件

本業務履行については、下記の資格を有すること。
(１)横須賀市長より一般廃棄物収集運搬業の許可（限定許可の場合、公園等清掃ごみが
　　扱えること）を受けた業者とする。
(２)神奈川県知事または横須賀市長より産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類、木
　　くず、金属くず、ガラスくず・コンクリ－トくず及び陶磁器くず、がれき類）の許
　　可を受けた業者とする。

8 契約方法 単価による業務委託契約（一般委託）

9 支払方法
本件は各月末締めをもって受託者の請求により精算する。
ただし、消費税として精算額に、その税率相当額を加算（円未満の端数切捨て）するもの
とする。

10 その他事項 この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11
監　督　員
連　絡　先

建設部 河川・傾斜地課　高尾 遥斗　046-822-4000（内線3127）

・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリー
ン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない
場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品
等の調達をお願いします。
（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）

・本市は、独自の環境マネジメントシステム（YES）により事務事業の環境負荷低減に努めているの
で、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。

グリーン
物品購入

及び
環境配慮

関係

＜指示又は希望事項＞

河川等清掃委託（その5）仕様書

 河川等清掃委託（その5）に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。



(税抜き)

№ 項　　目 単位 予定数量 上限単価（円） 契約単価(円）

1 散在塵芥収集工 m2 66,720 9

2
散在塵芥収集工
(川間川)

m2 5,420 9

3
人力堆積塵芥収集工
(通路)

m3 1.8 22,960

4
人力堆積塵芥収集工
(通路・川間川)

m3 0.2 28,335

5
人力堆積塵芥収集工
(河床)

m3 1.8 32,107

6
人力堆積塵芥収集工
(河床・川間川)

m3 0.2 38,678

7 除草工 m2 14,138 298

8
除草工
(川間川)

m2 2,496 321

※　業務で発生する一般廃棄物(刈草含む)の運搬費および廃棄物処理手数料は

　　 単価に含むものとする。

※　契約単価は、上限単価をこえることができない。

※  予定数量に契約単価を乗じた金額（１円未満の端数は切捨てとする）の合計額を

　　入札金額とすること。

※  契約単価は、契約者が記入すること。

（単価契約用）

河川等清掃委託（その５）　内訳書



河川等清掃委託（その５） 特記仕様書 
 
１ 一般事項 
（１）適用 

本仕様書に従い業務を履行すること。また、本仕様書に明記がない場合や不明な点については、

監督員と協議しその指示に従うこと。 
（２）官公庁への手続き 

業務の履行にあたり必要な関係官公庁及びその他の関係機関への届出などを遅滞なく実施し、

監督員に報告すること。 
（３）関係法規の遵守 

業務の履行にあたり、関係法令、条例及びその他の諸規則を遵守し、作業の円滑な進捗を図る

こと。 
（４）地元住民への対応 

地元住民から要望などがあったとき、又は交渉を要するときには、速やかに監督員に連絡し、

その指示に従うこと。 

（５）業務看板の設置 
公衆の見やすい場所に業務内容の表示板や注意看板を設置すること。なお、業務内容の表示板

については、以下に示す項目を明記すること。 

・業務委託名 

・業務内容 
・期間、作業時間帯 
・発注者名、連絡先 
・施行者名、連絡先（本社又は現場事務所） 

（６）通報 
作業時に施設の破損や不法投棄等を発見した場合は、速やかに監督員に報告すること。 

（７）後片付け 
作業終了後、速やかに現場の後片付け、清掃を行うこと。 

（８）提出書類 

契約締結後、速やかに以下の書類を提出すること。 

・着手届 

・現場代理人届 

・工程表 

・緊急時連絡届 

・下請負者届又は直営届 

・業務計画書（２部） 

（９）現場代理人 

業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督員との連絡や調整を行える者を選定

すること。 

 
２ 業務委託の監理 
（１）業務計画書 

業務計画書には、以下の事項について記載すること。 

・業務概要 
・計画工程表（詳細） 
・現場組織表 
・主要機械等 
・施行方法 
・施行管理計画 
・緊急時の体制及び対応 
・交通管理 
・安全管理 
・環境対策 
・廃棄物適正処理 



（２）工程管理 

ア 本業務において、数量表による前期、後期の期間は以下を原則とする。 

・前期：７月１日から９月 30日まで 

・後期：10 月１日から令和５年３月 31日まで 

イ 工程表に基づき適正な進捗管理に努めること。 

ウ 週末に当該週の作業内容及び翌週の作業予定を記載した週間工程表をFAXまたはﾒｰﾙにて送

付すること。 

エ 天候、繁茂状態などを考慮し、最大の効果が期待できるよう作業を進めること。 

オ 台風や事故等に伴い、監督員より早期対応業務の指示があった場合は、その業務を優先して

行うこと。 

（３）安全管理 

ア 作業にあたっては、通行者などに危険がないよう、十分な安全対策を講じること。 

イ 交通の安全について、関係官公庁と協議するとともに、自動車交通及び歩行者交通に危険が

及ばないように十分な安全対策を講じること。 

ウ 豪雨、強風、積雪などの荒天時に際しては、天気予報などの情報を把握し、常にこれに対処

できるように準備すること。 

エ 作業機械や道具類、刈草、ゴミ類は、交通及び保安上の障害とならないよう、作業の都度整

理し、風等で道路や近隣に散乱しないように注意すること。 

オ 作業に従事する者は、作業に支障のない服装で、必要に応じてヘルメット、安全靴、安全帯、

保護眼鏡など作業に適した保護具を着用し、安全対策を講じること。 

カ 作業に従事する者に対し、刈払機の安全衛生教育等、使用機械に関する研修等を行うこと。 

キ 作業中は蜂等の害虫に注意し、攻撃性が高まる時期は必要な対策をして作業を行うこと。 

ク 事故などが発生した場合には、まず被害者の救助にあたるとともに、二次災害を防止するた

めに必要な措置を講じ、監督員及び関係機関に直ちに連絡すること。また、事故の原因、経過

及び被害の内容などについて、遅滞なく事故報告書を提出すること。 

（４）原状復旧 

ア 作業にあたり河川施設及び占用物件等の周辺施設、樹木などを損傷させないように注意する

こと。 

イ 損傷した場合は、直ちに監督員及び関係機関に連絡するとともに、応急措置を行うこと。受

託者の負担において原状に復旧し、報告すること。 

（５）発生材の対応 

ア 刈草、集積ゴミ等の発生材を現場に存置することなく、作業の都度搬出し、適正な対応をす

ること。ただし、あらかじめ監督員の確認を得たものについては、この限りではない。 

イ 業務により発生した廃棄物は、産業廃棄物又は、一般廃棄物として処理すること。 

ウ 産業廃棄物の処理作業においては、別紙の仕様書によること。 

（６）過積載の防止 

刈草や集積ゴミ等の運搬にあたっては、過積載防止を厳守するとともに関係法令の定めに従う

こと。 

（７）写真 

ア 写真は、以下に示す項目について撮影すること。 

・作業毎にその内容が確認できること。 

・作業前、作業中、作業後について同一の場所から撮影すること。 

・スタッフ、テープ等を用い出来高が確認できる状況を撮影すること。 

・撮影箇所は業務前に配布する河川別詳細図のNo点を基本とする。 

工種 
状況写真 出来高写真 

（検尺写真） 作業前 作業中 作業後 

散在塵芥収集工 ○ ○ ○ 測点毎（概ね60ｍ毎）※ 

人力堆積塵芥収集工 ○ ○ ○ 作業の都度※ 

除草工 ○ ○ ○ 測点毎（概ね60ｍ毎）※ 

※同工種内で種別（河床、管理用通路、護岸、洲など）が分かれる場合、それぞれの出来高

が分かるように撮影すること。 



イ 撮影に際しては、以下に示す項目を明記した黒板を用いること。 

・業務委託名 

・撮影場所（河川名等） 

・作業名 

・撮影日 

・受託者名 

ウ 写真は、河川毎、作業毎に写真帳（A4縦３段）に整理し、業務完了時に、完了報告書内に綴

り提出すること。 

エ 工事写真とともに、電子データ「CD」を提出すること。提出内容は以下のとおりとする。 

・有効画素数を 100 万画素程度とし、目的物及び黒板の文字等が確認できる範囲で適切な有効

画素数を設定すること。 

・着手前、完成写真については、「着手前、完成」の PDF データと写真データ（JPEG）をフォ

ルダ名「着手前、完成写真」として整理すること。 

・ラベル表記については、工事写真帳の表紙と同様にすること。但し、背表紙は不要とする。 

・上記方法以外で工事写真帳を提出する場合は、監督員の承諾によるものとする。 

 

３ 業務委託の完了 

（１）委託の検査 

ア 委託契約約款に基づく完了検査を受けること。 

イ 完了検査は、月毎に行うこと。 

ウ 完了検査にあたり、完了届と共に以下の書類を提出すること。 

・出来高数量表 

・出来高数量内訳及び数量根拠資料（面積計算書、根拠図など） 

・記録写真 

・実施行程表 

・廃棄物処分伝票及び集計表 

・業務日誌 

・その他監督員が必要と認めた書類 

エ 検査に必要な図書などについて、監督員又は検査員の指示に従わなければならない。 

（２）数値基準 

ア 完了書類を作成する際は、以下の数値基準で作成すること。 

イ 散在塵芥収集工 

・出来高数量：整数止め       （小数第１位を切捨て） 

・数量根拠 ：積上げ数値→小数第２位（小数第３位を四捨五入） 

合計値  →整数止め  （小数第１位を切捨て） 

ウ 堆積塵芥収集工 

・出来高数量：小数第１位      （小数第２位を切捨て） 

・数量根拠 ：積上げ数値→小数第２位（小数第３位を四捨五入） 

合計値  →小数第１位（小数第２位を切捨て） 

エ 除草工 

・出来高数量：整数止め       （小数第１位を切捨て） 

・数量根拠 ：積上げ数値→小数第２位（小数第３位を四捨五入） 

合計値  →整数止め （小数第１位を切捨て） 

 

４ 清掃工 

（１）目的 

清掃工は、河川及び水路や管理用通路等の河川用地の美化を目的とする。 

（２）散在塵芥収集工 

ア 河川内及び水路内に散在している浮遊ゴミ及び沈殿ゴミを収集すること。 

イ 河川管理用通路等の河川用地に散在しているゴミを収集すること。 

ウ 取残しがないように、きれいに集めること。 

エ 植込内などを清掃する際には、樹木を傷つけないように注意すること。 

オ スクリーン等に付着しているゴミをかき集めること。 



カ 収集した一般廃棄物は、横須賀ごみ処理施設『エコミル』に搬入し、処理すること。 

キ 収集した産業廃棄物は、指定する別紙の処分先に搬入すること。 

ク 運搬時は、収集した廃棄物が荷台から飛散しないようにすること。 

（３）人力堆積塵芥収集工 

ア 河川内及び水路内に堆積しているゴミを収集すること。 

イ 河川管理用通路等の河川用地に堆積しているゴミを収集すること。 

ウ 取残しがないように、きれいに集めること。 

エ 収集したゴミ（産業廃棄物）は、指定する別紙の処分先に搬入すること。 

オ 運搬時は、収集した廃棄物が荷台から飛散しないようにすること。 

 

５ 除草工 

（１）目的 

除草・草刈等は、以下を目的とする。 

・河川内及び水路の流路確保 

・河川管理用通路の通路確保 

・河川用地の美化及び景観の維持 

・病害虫発生の予防 

・火災の防止 

・見通しの確保による事故発生の防止 

（２）除草工 

ア 河川内及び水路内に繁茂しているものを刈込むこと。 

イ 河川管理用通路等の河川用地に繁茂しているものを刈込むこと。 

ウ 刈高は地表面から３cm未満とし、刈りむらのないように均一に刈込むこと。 

エ ただし、法面の草刈については、表土の流出を防ぐために、地面を露出させないよう刈り高

に注意すること。 

オ 刈残しがないように注意すること。 

カ 護岸に繁茂している草も除去すること。 

キ 河川施設などにからんでいるつる性雑草も除去すること。 

ク 刈った草は風雨による飛散や流出があるので、作業の都度搬出または、積込を行うこと。 

ケ 刈り跡はきれいに清掃すること。 

コ フェンスなどの河川施設及び河川用地に隣接する他の施設を損傷しないように注意するこ

と。 

サ 収集した刈草は、市の指定する施設(積替保管施設 長坂5-3656)に搬入し、処理すること。 

シ 運搬時は、収集した刈草が荷台から飛散しないようにすること。 

 

６ その他 

（１）追加業務 
年度当初に委託者と受託者の両者が合意し、本市議会において当該予算が承認された場合、翌

年度の４月１日から６月 30 日まで、本契約と同条件、同単価で契約する予定である。 

 なお、受託者が当該契約を締結する意思がない場合については、履行期間満了日の１か月前ま

でに通知すること。 

（２）追加業務 
この単価契約で示した工種以外の工種、業務及び処分先の変更等が発生した場合については、

協議により決定する。 
（３）その他 

下請負者を使用する場合は、市内業者を優先的に選定するよう配慮すること。 



産業廃棄物処理作業共通仕様書 

［収集・運搬(積替なし)用］ 
 

 本仕様書は、委託者（以下「甲」という。）から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関

して、次のとおり定める。 
 
（目的） 
第１条 受託者（以下「乙」という。）は、甲から排出される産業廃棄物を「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」及び関係法令に従って、適正に処理することを目的とする。 
 
（委託内容） 
第２条 乙は、自らの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを契約書に添付しなけ

ればならない。なお、許可事項に変更があったときも同様とする。 
２ 甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりとす

る。 

  種  類 ：    別紙参照           

  数  量 ：    別紙参照           

３ 乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する別紙の処分業者の事業場

に搬入する。 

４ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行ってはならない。 
５ 乙は、第３項に指定する事業場以外では、甲から委託された産業廃棄物を処分するた

めの保管を行ってはならない。また、第３項に指定する事業場において保管を行う場合

は、法令に基づき、かつ、履行期間内に確実に処分できる範囲で行うものとする。 
６ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。

ただし、履行期間中に収集・運搬業務を他人に委託する必要が生じた場合、乙は、書面

による甲の承認を得て、法令の定める再委託基準に従うことにより、収集・運搬業務を

再委託することができる。この場合において、乙は、甲の要求があったときは、この再

委託を乙の責任において解除しなければならない。 
７ 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬にあたり、必要に応じて日時等を指示する。 
８ 乙は、甲又は甲の指定する職員の指示に従い、この業務を履行しなければならない。 
９ 甲は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェスト伝票に必要事項を記入し乙に交付する。 
 
（義務と責任） 
第３条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、次の事項についてあ

らかじめ乙に提供するものとする。 
（1） 産業廃棄物の性状及び荷姿 

（2） 通常の保管状況での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

（3） 他の廃棄物との混合等により生ずる支障 

（4） その他取扱う際に注意すべき事項 

２ 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬に支障を生じさせるおそれのある物質が混入

しないように注意する。万一混入したことを知り得たときは、直ちに乙に通知しなけれ

ばならない。 



 
第４条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分施設に

おける荷降ろし作業が完了するまで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間

に発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）が生じたときは、その原因が甲の責に

帰するべき場合を除き、乙が責任を負う。 
２ 乙は、甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出

する。ただし、業務終了報告書は、マニフェストＢ２票で代えることができる。 
 
（検査等） 
第５条 乙は、この業務が完了したときは、甲の指定する職員の検査を受けなければなら

ない。 
２ 前項の検査の結果、不合格のものがあるときは、甲の指定する期日までに速やかに履

行しなければならない。 
 
（契約の解除） 
第６条 甲、乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、この契約を

解除することができる。 

２ 前項の規定又は法令の規定によりこの契約を解除することができる場合であっても、

この契約に基づき甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理を乙が完了していないとき

は、当該産業廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ、この契約は解除できな

い。 

 
（協議） 
第７条 この契約に定めのない事項並びにこの契約の各条項に疑義が生じたときは、関係

法令にしたがい、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。 



（仕様書第２条第２項関係） 
 

産業廃棄物収集運搬 内訳書 

No 廃棄物名 種  別 単位 予定数量 備  考 

１ 混合廃棄物 
廃プラ・金属くず 

・建設くずの混合 
ｔ 0.8   

２ 廃プラスチック 比重 0.2 未満 kg 3   

３ ガラスくず及び陶磁器くず   kg 3   

４ 廃タイヤ（乗用車・バイク） ホイール付き 本 1   

５ 廃タイヤ（乗用車・バイク） ホイール無し 本 1   

６ バイク 原付 台 1   

７ 自転車 タイヤ付 台 1   

 
※ 上記内訳書は予定品目及び予定数量とする。 



（仕様書第２条第３項関係） 
 
処分先（中間処分又は最終処分） 
 
１ 処分先(中間処分) 

 事業場の名称         ：   千代田商事 株式会社                    

 所 在 地         ：   横須賀市内川 2-2-11                          

 処 分 の 方 法         ：   破砕・切断                       

 施設の処理能力  ：   2.4t/日 （廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)                    

   1.6t/日 （紙くず）                   

   2.4t/日 （木くず）                   

   2.4t/日 （金属くず）                 

   1.6t/日 （ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず）    

   2.8t/日 （がれき類）                 

 

２ 再生先 

事業場の名称         ：                                      

 所 在 地         ：                                                    

 再 生 の 方 法  ：                                                     

 施設の処理能力  ：                                                     

 



令和４年度 河川等清掃委託（その５）予定数量表

川間川 川間川 川間川 川間川

（m） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （m3） （m3） （m3） （m3）

8 衣笠町地内水路 230 0 190 190 111 380

9 和田川 360 200 340 540 316 1,420

10 久村地内水路 120 430 90 520 304 450

11 野比第二水路 170 220 0 220 128 360

12 　　― 　　― 　　― 　　― 　　― 　　― 　　―

13 千駄川 520 730 470 1,200 703 1,180

14 野比東川 350 580 360 940 550 1,160

15 松輪川 1,180 1,620 350 1,970 1,154 3,490

16 中村川 290 270 460 730 427 780

17 志も川 470 260 150 410 240 730

18 野比川 2,280 6,860 2,320 9,180 5,379 15,020

19 長沢川 2,880 4,520 3,910 8,430 4,939 13,990

20 長沢川支川 350 10 110 120 70 1,090

21 長沢６丁目地内水路 300 310 20 330 193 1,060

30_2 川間川（区間②） 430 770 2,720 3,490 2,045 2,710 0.1 0.1

年度当初控除分 -7,000 -5,000 -12,000 -12,000 -20,000

その他（７月） 地区全域 250 250 250 500

その他（８月） 地区全域 250 250 250 500

その他（９月） 地区全域 250 250 250 500

堆積塵芥（７月） 地区全域 0.2 0.2

堆積塵芥（８月） 地区全域 0.2 0.2

堆積塵芥（９月） 地区全域 0.2 0.2

9,930 10,530 6,490 17,020 3,264 2,045 22,610 2,710 0.6 0.1 0.6 0.1

8 衣笠町地内水路 230 0 0 0 0 380

9 和田川 360 200 0 200 117 1,420

10 久村地内水路 120 430 0 430 251 450

11 野比第二水路 170 220 0 220 128 360

12 　　― 　　― 　　― 　　― 　　― 　　― 　　―

13 千駄川 520 730 0 730 427 1,180

14 野比東川 350 580 0 580 339 1,160

15 松輪川 1,180 1,620 0 1,620 949 3,490

16 中村川 290 270 0 270 158 780

17 志も川 470 260 0 260 152 730

18 野比川 2,280 6,860 0 6,860 4,019 15,020

19 長沢川 2,880 4,520 0 4,520 2,648 13,990

20 長沢川支川 350 10 0 10 5 1,090

21 長沢６丁目地内水路 300 310 0 310 181 1,060

30_2 川間川（区間②） 430 770 0 770 451 2,710 0.1 0.1

その他（１０月） 地区全域 250 250 250 500

その他（１１月） 地区全域 250 250 250 500

その他（１２月） 地区全域 250 250 250 500

その他（１月） 地区全域 250 250 250 500

その他（２月） 地区全域 250 250 250 500

その他（３月） 地区全域 250 250 250 500

堆積塵芥（１０月） 地区全域 0.2 0.2

堆積塵芥（１１月） 地区全域 0.2 0.2

堆積塵芥（１２月） 地区全域 0.2 0.2

堆積塵芥（１月） 地区全域 0.2 0.2

堆積塵芥（２月） 地区全域 0.2 0.2

堆積塵芥（３月） 地区全域 0.2 0.2

9,930 18,280 0 18,280 10,874 451 44,110 2,710 1.2 0.1 1.2 0.1

19,860 28,810 6,490 35,300 14,138 2,496 66,720 5,420 1.8 0.2 1.8 0.2

河川等清掃委託（その５）予定数量表

予定数量

委託延長

除草工 清掃工

管理用通路等 河 床 等 小計
×繁茂率 58.6% 散在塵芥収集工

人力堆積塵芥収集工

期間 番号 河川・水路名 備考

通路 河床

小計

合計

前
 
 

期

小計

後
 
 

期



河川等清掃委託（その５）

清掃・除草工 位置図

9

10

11

1314

15

16

17

18

19

8

21

20

設 計 図 １枚の内１

委託名称 河川等清掃委託（その５）

図面名称 清掃・除草工位置図 縮尺 －

課長 主査

審査 設計

令和４年４月 設計 図面番号 １

横須賀市 建設部 河川・傾斜地課

河川・水路一覧表

8 衣笠町地内水路

9 和田川

10 久村地内水路

11 野比第二水路

ー ー

13 千駄川

14 野比東川

15 松輪川

16 中村川

17 志も川

18 野比川

19 長沢川

20 長沢川支川

21 長沢６丁目地内水路

30_2 川間川②

30_2


